
別添１ 

                                       

 

若年層を中心とした求職開拓事業委託要綱 

 

 

（通則） 

第１条 若年層を中心とした求職開拓事業（以下「委託事業」という。）の委託につ

いては、この要綱の定めるところによる。 

 

（委託事業の目的） 

第２条 委託事業は、中小企業・小規模事業者のニーズを踏まえ、公共職業安定所を

利用していない若年層を主な対象者として、民間事業者（商工会等の経済団体やそ

の他業界団体を含む）の創意工夫を活用したイベント・セミナー等を実施し、これ

らの者に対し、仕事に興味・関心を持たせること、中小企業や業界の魅力を伝える

こと、仕事の探し方ややりがい・地域の求人状況を伝えること等により、公共職業

安定所の利用登録を促すことを目的とする。 

  

（委託先） 

第３条 委託事業は、厚生労働省愛知労働局長（以下「委託者」という。）が、前条

に規定する委託事業の目的を確実に達成することができると認める者（以下「受託

者」という。）に、委託して実施するものとする。 

 

（委託の申入れ） 

第４条  委託者は、受託者として適当と認める者に対し、本要綱を添えて、様式第１

号「若年層を中心とした求職開拓事業受託依頼書」（以下「依頼書」という。）に

より、委託の申入れを行うものとする。 

 

（受託書等の提出） 

第５条 前条の申入れを受けた者は、当該申入れを承諾するときは、依頼書を受理し

た日から 14 日以内に、様式第２号「若年層を中心とした求職開拓事業受託書」に

様式第３号「若年層を中心とした求職開拓事業実施計画書」（以下「実施計画書」

という。）を添付して、委託者に提出するものとする。 

  なお、再委託を行う場合は、次条に規定する契約書第７条第２項前段の書類を併

せて提出するものとする。 

 

（実施計画書等の審査及び契約の締結） 

第６条 委託者は、前条の規定により提出された実施計画書について審査し、委託事

業の目的等に照らし適当と認めるときは、支出負担行為担当官愛知労働局総務部長

が、様式第４号「若年層を中心とした求職開拓事業委託契約書」（以下「契約書」

という。）により受託者と契約を締結するとともに、受託者が再委託を希望する場



合は契約書第７条第２項前段の承認を必要とするものとする。 

 

（表明確約） 

第７条 受託者は、契約書第 32 条及び第 33 条の各号のいずれにも該当しないことを

表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約しなければならない。 

２ 受託者は、契約書第 32 条及び第 33 条の各号の一に該当する者（以下「解除対象

者」という。）を下請負人等（下請負人（下請が数次にわたるときは、すべての

下請負人を含む。）及び再受託者（再委託以降のすべての受託者を含む。）並び

に自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契

約の相手方をいう。）としないことを確約しなければならない。 

 

（契約書） 

第８条 委託事業の実施に必要な事項については、契約書に定める。 

 



（様式第１号） 

                       愛労発第       号 

                                           令和  年  月  日 

 

 

           殿 

                                               

愛知労働局長 印 

 

若年層を中心とした求職開拓事業受託依頼書 

 

 標記について、下記委託事業を受託されたく依頼申し上げます。 

 なお、受託について承諾いただいた場合は、別添の若年層を中心とした求職開

拓事業委託要綱を参照のうえ、同要綱様式第２号「若年層を中心とした求職開拓

事業受託書」及び様式第３号「若年層を中心とした求職開拓事業実施計画書」を

提出いただくようお願いいたします。 

 

記 

 

  １ 委 託 事 業 名  若年層を中心とした求職開拓事業 

 

 ２ 委託事業の内容 「若年層を中心とした求職開拓事業委託要綱」に基づく

事業の実施 

 

  ３  委 託 期 間  契約締結日 から 令和３年３月３１日まで 

  



（様式第２号） 

                                                 番        号 

                                         令和  年  月  日 

 

 愛知労働局長 殿 

 

 

                                                    受託者名    印 

 

 

若年層を中心とした求職開拓事業受託書 

 

 令和  年   月   日付愛労発第    号により委託の申入れのあった

「若年層を中心とした求職開拓事業」の実施を受託いたします。 

 なお、受託事業の実施内容は、別添様式第３号「若年層を中心とした求職開拓

事業実施計画書」のとおりです。 



（様式第３号） 

                                                番         号 

                                           令和  年  月  日 

 

 愛知労働局長 殿 

 

 

                                                    受託者名    印 

 

 

若年層を中心とした求職開拓事業実施計画書 

 

 若年層を中心とした求職開拓事業については、別紙１の若年層を中心とした求

職開拓事業実施計画により実施することとし、当該計画実施に係る所要経費の内

訳は別紙２のとおりです。 



（様式第３号）別紙１ 

若年層を中心とした求職開拓事業実施計画 

                                                                    受託者名   

 

委託事業の事項 

 

委託事業の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事 業 期 間 

 

契約締結日 ～ 令和３年３月３１日 

 

  委託費の額 

 

 

    円         

 

 ※事業費の内訳は別紙２「若年層を中心とした求職開拓事業費積算内訳」のとおり 



（様式第３号）別紙２                                                               

若年層を中心とした求職開拓事業費積算内訳 

                                                                     受託者名   

 

委託事業対象経費 

 

委託費の額 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合       計 

 

 

円 

 

 

 

 

 



（様式第４号） 

若年層を中心とした求職開拓事業委託契約書（案） 

 

 若年層を中心とした求職開拓事業委託要綱（以下「委託要綱」という。）に基づく

令和２年度における事業の委託について、支出負担行為担当官 愛知労働局総務部長

 佐藤 広道（以下「甲」という。）と受託者（受託先名）（役職）（氏名）（以下

「乙」という。）とは、次のとおり契約を締結する。 

 

（委託事業） 

第１条 愛知労働局長（以下「委託者」という。）は、乙に対し、別紙１「若年層を

中心とした求職開拓事業実施計画」（以下「実施計画」という。）に掲げる事業

（以下「委託事業」という。）を委託する。 

 

（委託事業の実施） 

第２条 乙は、若年層を中心とした求職開拓事業仕様書、委託要綱及び実施計画並び

に提案書類により委託事業を実施しなければならない。 

 

（委託期間） 

第３条 委託事業の委託期間は、契約締結日から令和３年３月３１日までとする。 

 

（委託費の支払） 

第４条 甲は、乙に対し、委託事業に要する経費（以下「委託費」という。）として、

金○○○，○○○円（うち消費税額及び地方消費税額金○○○，○○○円）を限

度として支払うものとする。 

２ 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）第 28

条第１項及び第 29 条並びに地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）第 72 条の 82 及

び第 72 条の 83 の規定に基づき、契約金額に 110 分の 10 を乗じて得た金額である。 

３ 乙は、委託費を別紙２「若年層を中心とした求職開拓事業委託費交付内訳」に記

載された委託対象経費区分（以下「経費区分」という。）にしたがって使用しな

ければならない。 

４ 委託費は、原則として支払うべき額を確定した後、精算にて支払うものとする。

ただし、乙が概算での支払を希望する場合は、甲は、乙の資力、委託事業及び事

務の内容等を勘案し、真にやむを得ないと認めたときは、これを財務大臣に協議

し、その承認があった場合に限り、国の支払計画の額の範囲内において概算払を

することができる。 

５ 乙は、委託費の支払を受けようとするとき又は前項の概算払を請求するときは、

官署支出官愛知労働局長（以下「官署支出官」という。）に対して、委託要綱様

式第５号「若年層を中心とした求職開拓事業委託費支払請求書」を提出するもの



とする。なお、概算払による場合に限り、委託要綱様式第５号別添を添付して提

出すること。 

６ 官署支出官は、前項の適法な請求書を受理した日から 30 日以内に、委託費を乙

に支払うものとする。 

７ 官署支出官は、自己の責に帰すべき事由により、前項に定める期間内に支払わな

いときは、支払期日の翌日から支払日までの日数に応じ、当該未払金額に対し年  

2.7％の割合で計算した金額を遅延利息として乙に支払うものとする。 

 

（契約保証金） 

第５条 甲は、この契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除する。 

 

（委託事業等の変更等） 

第６条 委託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、委託要綱様式第６号「若

年層を中心とした求職開拓事業変更通知書」により、その旨を乙に通知するもの

とする。 

（１）委託事業の内容を変更するとき 

（２）国の予算額に変更があったとき 

２ 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、委託要綱様式第７号

「若年層を中心とした求職開拓事業変更承認申請書」を委託者に提出し、その承認

を受けなければならない。 

（１）実施計画に掲げる事業の内容を変更する場合（軽微な変更を除く。） 

（２）委託費の経費区分の配分を変更する場合（人件費及び消費税を除く委託費の

経費区分相互間において、それぞれの配分額のいずれか低い額の 20％以内の

変更を除く。） 

３ 委託者が、前２項の場合において、委託契約を変更する必要があると認めるとき

は、甲は、委託要綱様式第８号「若年層を中心とした求職開拓事業変更委託契約

書」により、乙と変更委託契約を締結するものとする。 

４ 乙は、委託事業を中止又は廃止しようとするときは、委託要綱様式第９号「若年

層を中心とした求職開拓事業中止（廃止）承認申請書」を委託者に提出し、その

承認を受けなければならない。 

５ 乙は、委託事業が予定の委託期間内に完了しないと見込まれるとき又は委託事業

の遂行が困難となったときは、速やかに委託者に報告し、その指示を受けなけれ

ばならない。 

 

（再委託の承認） 

第７条 乙が契約を履行する場合において、委託契約の全部を一括して第三者（乙の

子会社（会社法第２条第３号に規定する子会社をいう。）を含む。）に再委託する

ことを禁止する。 



２ 乙は、委託事業を再委託するときは、あらかじめ、委託要綱様式第 10 号「若年

層を中心とした求職開拓事業再委託承認申請書」を甲に提出し、その承認を受けな

ければならない。また、承認を受けた内容を変更する場合には委託要綱様式第 11

号「若年層を中心とした求職開拓事業再委託内容変更承認申請書」により同様の承

認を受けなければならないこととする。ただし、当該再委託が 50 万円未満の場合

はこの限りではない。 

３ 乙は、委託事業を再委託したときは、再委託した業務を実施する当該第三者（以

下「再委託者」という。）の行為について、すべての責任を負うものとする。 

４ 乙は、委託事業の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要

な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。 

 

（委託契約の履行体制に関する書類の提出） 

第８条 乙は、再委託者からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の

商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した委託要綱様式第 12

号「履行体制図届出書」を甲に提出しなければならない。 

２ 乙は、履行体制図に変更があるときは、速やかに委託要綱様式第 13 号「履行体

制図変更届出書」を甲に提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに

該当する場合については、提出を要しない。 

（１）受託業務の実施に参加する事業者（以下「事業参加者」という。）の名称の

みの変更の場合 

（２）事業参加者の住所の変更のみの場合 

（３）契約金額の変更のみの場合 

３ 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めた

ときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。 

 

（他用途使用等の禁止） 

第９条 乙は、委託費をこの委託事業の目的に沿った事業経費以外に使用することは

できない。また、委託事業の目的に沿った使用であっても、単価・数量に妥当性

を欠くような過大な支出は禁止する。 

 

（財産の帰属） 

第 10 条 委託事業の実施に伴って取得した物品、特許権及び著作権等（以下「財

産」という。）は、委託者に帰属するものとする。 

 

（財産の管理及び処分） 

第 11 条 乙は、委託事業の実施に当たり、乙が所有する設備、機械・器具及び備品

（以下「機器等」という。）を使用することを原則とするが、別途、機器等の整備

が必要となる場合は、特段の事情がない限り賃貸借契約で対応することとする。 



２ 乙は、委託事業の実施に伴って取得した財産及び賃貸借契約で調達した機器等に

ついては、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、委託費の交付目的に従

って効率的な運用を図らなければならない。この場合、財産及び機器等管理の必要

から帳簿を備え付け、管理上必要な事項を記録しなければならない。 

３ 乙は、委託事業完了等により財産の処分が発生する場合には、委託要綱様式第 1

4 号「財産処分承認申請書」を甲に提出し、その承認を受けなければならない。な

お、委託事業の実施に伴い取得したすべての財産について、売払い等により収入が

あったときは、国に納付しなければならない。 

４ 乙は、委託事業の実施に伴い取得した財産のうち、甲が指定したものについては、

国の会計年度が終了したとき又は委託事業が終了したとき（第６条第４項の規定に

よる委託事業の中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。以下「委託事業が終了等

したとき」という。）は、これを甲に返還するものとする。 

 

（金券及び消耗品の取扱い） 

第 12 条 郵券、回数券、プリペイドカード等金券及び消耗品を委託費により購入し

た場合には、委託事業の終了等までの間に費消しないことを禁止する。 

 

（支払状況の確認） 

第 13 条 乙は、賃金等の支払については、履歴書等の採用関係書類、出勤簿等の勤

務状況確認書類に基づき、勤務実績に応じて適正に支給を行わなければならない。

特に、委託事業に携わる者が、委託事業以外の事業を行う場合は、それぞれの事

業での個人別等の業務分担表を作成し、業務分担を明確化すること。 

２ 乙は、旅費等の支払については、出勤簿、活動日誌、復命書及び帳簿等に基づき、

実績に応じて適正に支給を行わなければならない。なお、旅費等の支給が概算払

で行われている場合は、出張後に旅費の精算を適正に行うこととする。特に、中

止された出張等について旅費の回収を適正に行うこととする。また、航空賃を支

給する旅費については、領収書及び搭乗券の半券の提出により搭乗日だけでなく、

パック割引、早期割引などの適用の有無についても確認し、適正な支給を行わな

ければならない。 

３ 乙は、物品の購入・役務の提供等の契約について、契約のとおり納品・履行され

たことを確認して支払いを行わなければならない。このとき、必要に応じ帳簿等

と照らし合わせて確認するものとする。 

 

（関係書類の整備・保存等） 

第 14 条 乙は、委託事業の実施に係る経費については、その内容を明らかにするた

め、委託事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理するとともに、こ

れに係る国の会計及び物品に関する規定に準じて、会計帳簿、振込書・領収書、

決議書、預金通帳等の関係書類を整備しなければならない。 



２ 乙は、前項の書類等は、委託事業が終了等した日の属する年度の終了後５年間、

又は現に監査、検査、訴訟等における対象となっている場合においては、当該監

査、検査、訴訟等が終了するまでの間のいずれか遅い日までの間保存しなければ

ならない。 

 

（実施状況の報告） 

第 15 条 委託者は、委託事業の実施状況を把握するため必要があると認めたときは、

乙に対し、委託要綱様式第 15 号「若年層を中心とした求職開拓事業実施状況報告

書」の提出を求めることができるものとする。 

２ 乙は、前項の規定により委託者から若年層を中心とした求職開拓事業実施状況報

告書の提出を求められた場合は、その要求があった日から 20 日以内に提出しなけ

ればならない。 

３ 委託者は、若年層を中心とした求職開拓事業実施状況報告書の内容から必要があ

ると認める場合は、当該業務の実施について指示をすることができるものとする。 

 

（実施に関する監査等） 

第 16 条 委託者は、委託事業の実施に関し必要があるときは、乙に対して関係書類

及び資料の提出を求め、又は監査を行うことができることとする。 

２ 委託者は、乙が再委託を行っている場合で必要があるときは、再委託先に対して、

委託事業に係る関係書類及び資料について前項と同様の措置を講ずることができ

ることとする。 

 

（業務完了報告書の提出） 

第 17 条 乙は、業務終了後、直ちに委託要綱様式第 16 号「業務完了報告書」を甲の

指定する検査職員に提出しなければならない。 

２ 業務期間が複数年度に渡る場合は、国の会計年度の末日までに業務完了報告書を

提出しなければならない。 

 

（検査及び監督の実施） 

第 18 条 検査職員は、前条の業務完了報告書の提出後 10 日以内又は国の会計年度の

末日までのいずれか早い日までに、乙の業務の完了を確認し、検査調書を作成する。

乙は、検査職員の検査に協力し、検査職員から立会いを求められた場合には、これ

に立ち会わなければならない。 

２ 乙は、審査の結果、不合格であったときは、検査職員の指定する期間内に未履行

部分の業務を完了しなければならない。この場合に要する費用は乙の負担とする。 

３ 前項の規定は、不合格後の再審査の際にも適用する。 

４ 甲は本契約の履行に関し、甲の定める監督職員（以下、「監督職員」という。） 

 に、乙の本契約の履行を監督させ、又は必要な指示をさせることができる。 



５ 乙は、監督職員の監督又は、指示に従わなければならず、要求があるときは、進

捗状況等について、報告しなければならない 

 

（実施結果報告書の提出） 

第 19 条 乙は、委託事業が終了等したときは、その日から起算して 30 日以内又はそ

の翌年度の４月９日のいずれか早い日までに委託要綱様式第 17 号「若年層を中心

とした求職開拓事業実施結果報告書」を委託者に提出しなければならない。 

 

（委託費の精算等） 

第 20 条 乙は、委託事業が終了等したときは、その日から起算して 30 日以内又はそ

の翌年度の４月９日のいずれか早い日までに委託要綱様式第 18 号「若年層を中心

とした求職開拓事業精算報告書」を委託者を経由して甲に提出しなければならな

い。なお、乙は、甲に提出する前に、帳簿等における出入金の状況及び内容が、

若年層を中心とした求職開拓事業精算報告書の支出額・残額と齟齬がないか確認

しなければならない。 

２ 甲は、前項に定める若年層を中心とした求職開拓事業精算報告書の提出を受けた

ときは、遅滞なくその内容を審査し、適正と認めたときは委託費の額を確定し、

委託要綱様式第 19 号「若年層を中心とした求職開拓事業委託費確定通知書」によ

り委託者を経由して乙に通知するものとする。ただし、第４条第４項ただし書の

規定による概算払により、乙に支払った委託費に残額が生じたとき又は乙に支払

った委託費により発生した収入があるとき、甲は、期間を定めて、委託要綱様式

第 20 号「若年層を中心とした求職開拓事業委託費確定通知及び返還命令書」によ

り、委託者を経由して乙に通知するとともに返還を命ずるものとする。 

３ 委託費の額の確定は、第４条第１項に規定する委託費の限度額と委託事業に要し

た額を比較して、いずれか低い額をもって行う。 

 

（延滞金及び加算金） 

第 21 条 乙は、前条第２項ただし書の規定による金額を甲の指定する期日までに支

払わないときは、その支払期限の翌日から支払いの日までの日数に応じて、年３．

０％の割合で計算した金額を延滞金として支払わなければならない。 

２ 乙は、委託費を不適切に使用した場合において、その行為を隠匿する目的で経費

にかかる領収書や帳簿の改ざん等「故意」に行った不正行為、及び証拠書類等の

滅失・毀損等による使途不明等「重過失」については、甲の求めにより、当該委

託費の一部又は全部を返還し、さらに委託費を受領した日の翌日を起算日として、

支払いの日までの日数に応じて、年 20％の割合で計算した金額の範囲内の金額を

加算金として支払わなければならない。また、注意義務違反等「過失」によるも

のは、不適切金額のみの返還とし、加算金を課さないこととする。 

３ 甲は、前項の「過失」による場合において、やむを得ない事情があると認めると



きは、不適切な金額の全部又は一部を免除することができる。 

４ 第２項の委託費の返還については、第１項の規定を準用する。延滞金、元本（返

還する委託費）及び第２項の規定による加算金の弁済の充当の順序については、

加算金、延滞金、元本の順とする。 

 

（損害賠償） 

第 22 条 乙は、この契約に違反し、又は乙の故意若しくは過失によって国に損害を

与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として国に支払わなければな

らない。 

 

（公表等の制限） 

第 23 条 乙は、委託者の承認を受けた場合のほかは、委託事業の実施結果を公表し

てはならない。 

 

（守秘義務等） 

第 24 条 乙は、委託事業遂行上知り得た秘密を第三者に漏らし又は他の目的に使用

してはならない。 

 

（個人情報の取扱い） 

第 25 条 乙は、この契約により知り得た個人情報（個人情報の保護に関する法律

（令和 15 年法律第 57 号）第２条第１項に規定する個人情報をいう。以下同

じ。）を他に漏らしてはならない。 

２ 乙は、個人情報の漏えい防止のため、責任者を定め、委託事業に係る個人情報の

取扱いに従事する者に関して、適切な措置を講じ、速やかに委託要綱様式第 21 号

「個人情報保護管理及び実施体制報告書」を委託者に提出しなければならない。

なお、個人情報保護管理及び実施体制報告書は、個人情報保護管理体制及び実施

体制に変更があった都度行うものとする。 

３ 乙は、この契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記

録された資料等を委託者の承諾なしに、この契約による目的以外のために使用又

は第三者に提供してはならない。 

４ 乙は、この契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記

録された資料等を当該契約による目的以外のために委託者の承諾なしに複写し、

又は複製してはならない。作業の必要上委託者の承諾を得て複写又は複製した場

合には、作業終了後、適正な方法で廃棄しなければならない。 

５ 乙がこの契約による事務を処理するために、委託者から提供を受け、又は自らが

収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この委託事業の終了

等の後、直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、委託者が別

に指示したときは当該方法によるものとする。 



６ 乙は、個人情報の漏えい等安全確保のうえで問題となる事案が発生した場合には、

事案の発生した経緯、被害状況等について委託要綱様式第 22 号「個人情報漏えい

等事案発生報告書」により、速やかに委託者に報告するとともに、委託者の指示

に基づき、被害の拡大の防止、復旧等のために必要な措置を講じなければならな

い。 

７ 乙は、個人情報の管理の状況について、委託要綱様式第 23 号「個人情報管理状

況報告書」により、年１回以上委託者に報告しなければならない。 

８ 委託者は、必要と認めるときは、乙に対し個人情報の管理状況について検査を行

うことができることとする。 

９ 本条の規定は、乙が委託事業の一部を再委託する場合及び再委託した業務に伴う

当該第三者が再々委託を行う場合について準用する。 

 

（厚生労働省所管法令違反に係る報告） 

第 26 条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により

行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告する。 

 

（契約の解除等） 

第 27 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、乙に対する書面による

通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。また、本契約の再

委託先が次の各号のいずれかに該当する場合も、同様とする。 

（１）乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分

を受け又は送検されたとき 

（２）乙が本契約締結以前に甲に提出した書類等に虚偽があったことが判明したと

き 

（３）乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第１号の状況に至ったことを報告し

なかったことが判明したとき 

（４）第 16 条に規定する監査等に対する虚偽の報告等が発覚したとき 

（５）この委託事業を適正に遂行することが困難であると委託者が認めるとき 

２ 甲は、前項の規定により、契約を解除したときは、第 20 条の規定に準じて委託

費の精算を行う。ただし、契約の解除について、乙に故意又は重大な過失が認め

られたときは、その一部又は全部を支払わないことができる。また、既に交付し

た委託費がある場合には、その返還を求めることができるものとする。さらに、

契約が解除された場合において、乙は、甲との協議に基づき委託事業の残務を処

理するものとする。 

 

（厚生労働省所管法令違反に係る違約金） 

第 28 条 前条第１項第１号から第３号のいずれかに該当するときは、乙は、違約金

として、甲の請求に基づき、契約金額（本契約締結後、契約金額の変更があった場



合には、変更後の契約金額）の 10％に相当する額を甲が指定する期日までに支払

わなければならない。 

２ 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 

３ 第１項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合におい

て、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 

 

（談合等の不正行為に係る解除） 

第 29 条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、乙に対する書面

による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。 

（１）公正取引委員会が、乙又は乙の代理人（乙又は乙の代理人が法人の場合にあ

っては、その役員又は使用人。以下同じ。）に対し、私的独占の禁止及び公正

取引の確保に関する法律（昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」とい

う。）第７条又は同法第８条の２（同法第８条第１号又は第２号に該当する行

為の場合に限る。以下次条において同じ。）の規定による排除措置命令を行っ

たとき、同法第７条の２第１項（同法第８条の３において読み替えて準用する

場合を含む。以下次条において同じ。）の規定による課徴金の納付命令を行っ

たとき、又は同法第７条の２第 18 項若しくは第 21 項の規定による課徴金の納

付を命じない旨の通知を行ったとき 

（２）乙又は乙の代理人が刑法（明治 40 年法律第 45 号）第 96 条の６若しくは同

法第 198 条又は独占禁止法第 89 条第１項の規定による刑の容疑により公訴を

提起されたとき（乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含

む。） 

２ 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第７条の２第 18 項又は

第 21 項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲

に提出しなければならない。 

 

（談合等の不正行為に係る違約金） 

第 30 条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部

又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金として、甲の請求に基づき、契

約金額（本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額）

の 10％に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 

（１）公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条又は同法第

８条の２の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき 

（２）公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条の２第１項

の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき 

（３）公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条の２第 18



項又は第 21 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき 

（４）乙又は乙の代理人が刑法第 96 条の６若しくは同法第 198 条又は独占禁止法

第 89 条第１項の規定による刑が確定したとき 

２ 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。 

３ 第１項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合におい

て、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 

 

（違約金に関する延滞金） 

第 31 条 乙は、第 28 条及び前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わ

ないときは、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年３．

０％の割合で計算した額の延滞金を甲の指示に基づき支払わなければならない。 

 

（属性要件に基づく契約解除） 

第 32 条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要

せず、乙に対する書面による通知により、本契約を解除することができる。 

（１）法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、

法人である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所を

いう。）の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に

関与している者をいう。以下同じ。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為

の防止等に関する法律（令和３年法律第 77 号）第２条第２号に規定する暴力

団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員

をいう。以下同じ。）であるとき 

（２）役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に

損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 

（３）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与

するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与

しているとき 

（４）役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用す

るなどしているとき 

（５）役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している

とき 

 

（行為要件に基づく契約解除） 

第 33 条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした

場合は、何らの催告を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約を解除

することができる。 

（１）暴力的な要求行為 

（２）法的な責任を超えた不当な要求行為 



（３）取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

（４）偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為 

（５）その他前各号に準ずる行為 

 

（下請負契約等に関する契約解除） 

第 34 条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直

ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるよ

うにしなければならない。 

２ 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下

請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して

当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させ

るための措置を講じないときは、乙に対する書面による通知により、本契約を解

除することができる。 

 

（契約解除に基づく損害賠償） 

第 35 条 甲は、第 32 条、第 33 条及び前条第２項の規定により本契約を解除した場

合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要し

ない。 

２ 乙は、甲が第 32 条、第 33 条及び前条第２項の規定により本契約を解除した場合

において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 

 

（不当介入に関する通報・報告） 

第 36 条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標

ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入（以下「不当

介入」という。）を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これ

を拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察

への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 

 

（権利義務の譲渡等） 

第 37 条 乙は、甲の承認を得た場合を除き、この契約によって生ずる一切の権利又

は義務を第三者に譲渡又は委任してはならない。ただし、売掛債権担保融資保証

制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令

（昭和２５年政令第３５０号）第１条の３に規定する金融機関、資産の流動化に

関する法律（平成１０年法律第１０５号）第２条第３項に規定する特定目的会社

及び信託業法（平成１６年法律第１５４号）第２条第２項に規定する信託会社に

対して債権を譲渡する場合は、この限りではない。 

２ 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やか

にその旨を書面により甲に届け出なければならない。 



 

（疑義の決定） 

第 38 条 この契約に定めのない事項又はこの契約に関し生じた疑義については、そ

の都度、甲と乙が協議のうえ決定するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 この契約の成立の証として、本契約書２通を作成し、双方記名押印のうえ、甲、乙

それぞれ１通を保有する。 

 

 

 

 令和  年  月  日 

                  

甲 愛知県名古屋市中区三の丸二丁目５番１号 

              愛知労働局 

支出負担行為担当官 

                           愛知労働局総務部長 佐藤 広道  印 

 

                     乙 住 所 

              受託者名（役職）   （氏名）       印 



別紙１ 

若年層を中心とした求職開拓事業実施計画 

                                                                      

 

委託事業の事項 

 

委託事業の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事 業 期 間 

 

契約締結日 ～ 令和３年３月３１日 

 

  委託費の額 

 

 

                                  円 

 



別紙２ 

 

若年層を中心とした求職開拓事業委託費交付内訳 

 

 

                                                           

 

 

 

委託対象経費区分 

 

 

 

委託費の額 

 

 

 

 １ 人  件  費 

 

 

 

             円 

 

 

 ２ 管  理  費 
 

 

                                

              円 

 

 

 

 ３ 事  業  費 

 

 

 

                         円 

 

 

 

 ４ 消  費  税 

 

 

 

                         円 

 

 

 

      合     計 

 

 

 

 

                         円 

 

 

 

※ 会計勘定が複数ある場合には、会計勘定ごとの内訳と合算額を記載すること。



（様式第５号） 

                                                番         号 

                                          令和  年  月   日 

 

  官署支出官 

愛知労働局長 殿 

 （職業安定部 経由） 

 

                             住所 

                                      受託者名             印 

                                            

若年層を中心とした求職開拓事業委託費支払請求書 

 

 令和  年  月  日付け契約を締結した若年層を中心とした求職開拓事業

の実施に係る経費として下記金額を交付されたく請求します。 

 

                                   記 

 

１ 請求金額              金          円也 

 

 

 

２ 振込先 

   振込先金融機関・店舗名 

   預 金 種 別 

      口 座 番 号 

     （ カ  ナ  名  義 ） 

      口 座 名 義 

      名 義 人 住 所 

 



（様式第５号）別添 

 

若年層を中心とした求職開拓事業委託費 請求金額（第 ・四半期） 

 

 

                                                                                                     （単位 ： 円） 

 

 

 

    

            

  

 

 

委託契約額 

 

支 払 済 額 

 

今回請求金額 

 

残   額 

 

備   考 

 

 

           円 

 

 

 

 

           円 

 

 

 

 

           円 

 

 

 

 

           円 

 

 

 

          

          

 

 



（様式第６号） 

                                                愛労発第       号 

                                          令和  年  月   日 

 

 

       受託者  殿 

                                          

                                                愛知労働局長 印 

 

 

若年層を中心とした求職開拓事業変更通知書 

 

 若年層を中心とした求職開拓事業実施計画に下記の変更の必要が生じたので別

紙のとおり通知します。 

 

                                   記 

 

１ 変更事項 

 

 

 

 

２ 変更理由 

 

 

 



（様式第７号） 

                                                番         号 

                                          令和  年  月   日 

 

 愛知労働局長 殿 

 

 

                                                    受託者名    印 

 

 

若年層を中心とした求職開拓事業変更承認申請書 

 

 若年層を中心とした求職開拓事業実施計画を下記により別紙１及び別紙２のと

おり変更したいので申請します。 

 

                                   記 

 

１ 変更事項 

 

２ 変更年月日 

 

３ 変更理由 

 

４ 当初契約額 

 

５ 変更後契約額 

 



（様式第７号）別紙１ 

若年層を中心とした求職開拓事業実施計画 

                                                                      

 

委託事業の事項 

 

委託事業の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事 業 期 間 

 

契約締結日 ～ 令和３年３月３１日 

 

  委託費の額 

 

 

                                     円 

 

 ※事業費の内訳は別紙２「若年層を中心とした求職開拓事業費積算内訳」のとおり 



（様式第７号）別紙２                                                             

若年層を中心とした求職開拓事業費積算内訳 

                                                                       

 

委託事業対象経費 

 

委託費の額 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合       計 

 

 

円 

 

 

 

 



（様式第８号） 

 

若年層を中心とした求職開拓事業変更委託契約書 

 

 令和  年  月  日付けで、支出負担行為担当官 愛知労働局総務部長 佐藤

 広道（以下「甲」という。）と受託者（役職）（氏名）（以下「乙」という。）

との間で締結した「若年層を中心とした求職開拓事業委託契約書」について、当該

契約書第６条第３項に基づき、下記のとおり契約を変更する。 

記 

 

１ 若年層を中心とした求職開拓事業委託契約書（以下「契約書」という。）第４条

第１項中「金○○○，○○○円（うち消費税額及び地方消費税額金○○○，○○○

円）」を「金○○○，○○○円（うち消費税額及び地方消費税額金○○○，○○○

円）」に変更する。 

 

２ 契約書別紙１「若年層を中心とした求職開拓事業実施計画」を別紙１のとおり変

更する。 

 

３ 契約書別紙２「若年層を中心とした求職開拓事業委託費交付内訳」を別紙２のと

おり変更する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 この契約の成立の証として、本契約書２通を作成し、双方記名押印のうえ、甲、乙

それぞれ１通を保有する。 

 

 令和  年  月  日 

 

                  甲 愛知県名古屋市中区三の丸二丁目５番１号     

            愛知労働局                  

             支出負担行為担当官             

                        愛知労働局総務部長  佐藤 広道      印 

 

                   乙 住 所                                         

            受託者名（役職）   （氏名）    印 



（様式第８号）別紙１ 

若年層を中心とした求職開拓事業実施計画 

                                                                       

 

委託事業の事項 

 

委託事業の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事 業 期 間 

 

契約締結日 ～ 令和３年３月３１日 

 

  委託費の額 

 

 

円 

 



（様式第８号）別紙２                                                                           

若年層を中心とした求職開拓事業委託費交付内訳 
     

（単位：円）    

 

委託対象経費区分 

 

 

当初契約額 

 

 

変更契約額 

 

 

増 △ 減 
  

 
 
  １ 人 件 費 

   

 
 

２ 管 理 費  
     
    

 
     
            
   

 
 
             
 

 
 
             
 

 

３ 事 業 費  

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 消 費 税  

 

 

 

 

 

 

 

 

合   計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ※ 会計勘定が複数ある場合には、会計勘定ごとの内訳と合算額を記載すること。



（様式第９号） 

                                                番         号 

                                          令和  年  月   日 

 

 愛知労働局長 殿 

 

 

                                                    受託者名    印 

 

 

若年層を中心とした求職開拓事業中止（廃止）承認申請書 

 

 若年層を中心とした求職開拓事業を下記により中止（廃止）したいので申請し

ます。 

 

                                   記 

 

１ 中止（廃止）する事業内容 

 

 

 

２ 中止（廃止）理由 

 

 

 

３ 中止期間（廃止年月日）



（様式第 10 号） 

                                                番         号 

                                          令和  年   月   日 

 

支出負担行為担当官 

  愛知労働局総務部長 殿 

 

                                                    受託者名    印 

 

若年層を中心とした求職開拓事業再委託承認申請書 

 

 若年層を中心とした求職開拓事業の実施にあたり、その一部を下記により再委

託することとしたいので申請します。 

 

                                   記 

 

１ 再委託の相手方 

     住  所 

     氏  名 

 

２ 再委託を行う業務の範囲 

 

３ 再委託の必要性 

 

４ 委託する相手方が委託される業務を履行する能力 

 

５ 再委託を行う金額 

    ※ 見積書等の経費内訳を添付すること。 

 

（注）再委託先が複数の場合は、再委託先毎の内容がわかるよう記載すること。 



（様式第 11 号） 

                                                番         号 

                                          令和  年   月   日 

支出負担行為担当官 

  愛知労働局総務部長 殿 

 

                                                    受託者名    印 

 

若年層を中心とした求職開拓事業再委託内容変更承認申請書 

 

 若年層を中心とした求職開拓事業の実施にあたり、その一部を再委託すること

とし、令和  年  月  日付けで承認を受けた内容を下記のとおり変更する

こととしたいので申請します。 

 

                                   記 

 

  
（変更前） 

 
（変更後） 

１ 再委託の相手方 
 

 

 

 

２ 再委託を行う業務の範囲 
 

 

 

 

３ 再委託の必要性 
 

 

 

 

４ 変更後の事業者が委託され
る業務を履行する能力 

 

 

 

５ 再委託を行う金額 
 

 

 

 

 ※ 見積書等の経費内訳を添付すること。 

（注）再委託先が複数の場合は、再委託先毎の内容がわかるよう記載すること。 



（様式第 12 号）  

                                                番         号 

                                          令和  年   月   日 

支出負担行為担当官 

愛知労働局総務部長 殿 

                                                    受託者名    印 

 

履行体制図届出書 

 

 若年層を中心とした求職開拓事業委託契約書第８条第１項の規定により、下記

のとおり届け出します。 

記 

【履行体制図に記載すべき事項】 

・各事業参加者の事業所名及び住所 

・契約金額（乙が再委託する事業所のみ記載のこと。） 

・各事業参加者の行う業務の範囲 

・業務の分担関係を示すもの 

 

【履行体制図の記載例】 

事業所名 住所 契約金額（円） 業務の範囲 

Ａ 東京都○○区・・・   

Ｂ    

Ｃ    

 

 

 

 

 

 

 

 



（様式第 13 号） 

                                                番         号 

                                          令和  年  月  日 

 

支出負担行為担当官 

  愛知労働局総務部長 殿 

 

                                                    受託者名    印 

 

履行体制図変更届出書 

 

 若年層を中心とした求職開拓事業委託契約書第８条第２項の規定により、下記

のとおり届け出します。 

 

記 

 

１．契約件名（契約締結時の日付番号も記載のこと。） 

 

 

２．変更の内容 

 

 

３．変更後の体制図 

 



（様式第 14 号） 

                                                  番         号 

令和  年  月   日 

支出負担行為担当官 

 愛知労働局総務部長 殿 

 

受託者  印 

 

財産処分承認申請書 

 

 今般、若年層を中心とした求職開拓委託事業により取得した財産について、下

記のとおりの処分を認められたいので、若年層を中心とした求職開拓事業委託契

約書第 11 条第３項の規定により承認申請いたします。 

 

記 

 

１．財産の品目 

 

２．数量 

 

３．取得年月日 

 

４．取得価格 

 

５．取得後の使用状況 

 

６．処分事由及び方法 

    

※ 受託者が買取を希望する場合は、買取理由、買取希望額及び算定方法も記載

すること。 



（様式第 15 号） 

                                                番         号 

                                           令和  年   月   日 

 

 愛知労働局長 殿 

 

                                                    受託者名    印 

 

若年層を中心とした求職開拓事業実施状況報告書 

 

 

 

 若年層を中心とした求職開拓事業実施状況を別添により報告します。 



（様式第１５号）別添                                                               

              

若年層を中心とした求職開拓事業実施状況報告書 

 

                               受託者名 
                                                                  

１  事業実施状況                                                 

内       容  

備  考 

 計   画 実 施 状 況 及 び 見 込 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

２  経費状況                                                                     

（１） 収入                                                  （単位：円） 

区  分 受 入 済 額 
今 後 の 受 入 

予 定 額 
合  計 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

（２） 支出                                                   （単位：円） 

区  分 支 出 済 額 
今 後 の 支 出 

予 定 額 
合  計 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（様式第 16 号） 

                                                番         号 

                                          令和  年  月  日 

 

 検査職員 

  愛知労働局 

職業安定部 ○○ ○○ 殿 

 

                                                    受託者名    印 

 

 

業務完了報告書 

 

 

 契約件名  若年層を中心とした求職開拓事業 

 

 

 上記の業務について、令和 年 月 日をもって完了したので、若年層を中心

とした求職開拓事業委託契約書第 17 条第１項の規定に基づき報告します。 



（様式第 17 号） 

                                                番         号 

                                          令和  年  月  日 

 

 愛知労働局長  殿 

 

                                                  受託者名    印 

 

若年層を中心とした求職開拓事業実施結果報告書 

 

 

 若年層を中心とした求職開拓事業の実施結果について別添のとおり報告します。 



（様式第１７号）別添 

若年層を中心とした求職開拓事業実施結果 

                                                                  受託者名 

 

計画内容 

 

     

具体的実施状況 

 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（様式第 18 号） 

                                                番         号 

                                          令和  年  月  日 

 

支出負担行為担当官 

 愛知労働局総務部長  殿 

  

 

                                                  受託者名    印 

 

若年層を中心とした求職開拓事業精算報告書 

 

 

 若年層を中心とした求職開拓事業の精算について下記のとおり報告します。 

 

 

記 

 

１ 精算報告（別紙１のとおり） 

 

（１）委託契約額       金           円也 

（２）支出額         金                      円也 

（３）差引額          金           円也 

（４）雑収入（預金利息等）  金           円也 

（５）返還額（(3)＋(4)）   金                       円也 

 

 

 

２  委託費支出内訳明細（別紙２のとおり） 



（様式第１８号）別紙１                                                                                                            

                 

若年層を中心とした求職開拓事業委託費支出等実績 

 

                                                                                                          受託者名 

                                                                                                                    （単位：円）   

区  分 委託契約額 流 用 増 減 額 ①流用後の額 ②支出額 
③差引額 

（①－②） 

④雑収入 

（預金利息等） 

返還額 

（③＋④） 
備  考 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合  計 
        

※③差引額は、経費区分毎に①＞②である場合のみ記載すること。 



（様式第１８号）別紙２ 

若年層を中心とした求職開拓事業委託費支出内訳明細 

                                                                     受託者名   

 

委託事業対象経費 

 

支出額 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合       計 

 

 

             円 

 

 

 

 



（様式第 19 号） 

                                                愛労発第       号 

                                         令和  年  月  日 

 

 

      （受託者） 殿 

 

               支出負担行為担当官      

                            愛知労働局総務部長 印 

 

 

若年層を中心とした求職開拓事業委託費確定通知書 

 

 令和  年  月  日付け「若年層を中心とした求職開拓事業委託契約書」

により契約を締結した若年層を中心とした求職開拓事業の実施に係る委託費の額

については、令和  年  月  日付け若年層を中心とした求職開拓事業精算

報告書に基づき、若年層を中心とした求職開拓事業委託契約書第 20 条第２項の

規定により、下記のとおり確定したので通知します。 

 

                                   記 

 

１ 委 託 契 約 額   金              円也 

 

２ 確 定 額   金              円也 

 

 

 

 

 



（様式第 20 号） 

                                                愛労発第       号 

                                         令和  年  月  日 

 

   （受託者） 殿 

 

               支出負担行為担当官     

                            愛知労働局総務部長 印  

 

若年層を中心とした求職開拓事業委託費確定通知及び返還命令書 

 

 令和  年  月  日付け「若年層を中心とした求職開拓事業委託契約書」

により契約を締結した若年層を中心とした求職開拓事業の実施に係る委託費の額

については、令和  年  月  日付け若年層を中心とした求職開拓事業精算

報告書に基づき、若年層を中心とした求職開拓事業委託契約書第 20 条第２項た

だし書の規定により、下記のとおり確定したので通知します。 

 なお、確定額を超えて、既に交付した委託費及び交付した委託費により発生し

た収入については、若年層を中心とした求職開拓事業委託契約書第 20 条第２項

ただし書の規定により令和  年  月  日までに下記金額の返還を命じます。 

 

記 

 

１ 委 託 契 約 額   金          円也 

 

２ 確 定 額   金          円也 

 

３ 返 還 額   金          円也 

 ① 委託費の残額              円 

 ② 預 金 利 息              円



（様式第 21 号） 

                                                番         号 

                                             令和  年  月  日 

 

 愛知労働局長 殿 

 

                                                    受託者名     印 

 

個人情報保護管理及び実施体制報告書 

 

 若年層を中心とした求職開拓事業委託契約書第 25 条第２項の規定により、下記の

とおり報告します。 

 

記 

 

１． 管理体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

２． 実施体制 

 

 

 

 



 

（様式第 22 号） 
     

 

個人情報漏えい等事案発生報告書 

 
（第○報） 

   
受託者名  発生場所   

  
      

委託者への本報告書発送年月日 年 月 日 曜日 （発覚から 営業日） 

  
      

（１）委託者への事案報告年月日 年 月 日 曜日 （発覚から 営業日） 

（２）発覚年月日 年 月 日 曜日 － 

（３）発生年月日 年 月 日 曜日 － 

（４）事案の概要  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（様式第 23 号） 

                                               番         号 

                                              令和  年  月  日 

 

 

  愛知労働局長 殿 

 

 

                                                    受託者名    印 

 

 

個人情報管理状況報告書 

 

 

 若年層を中心とした求職開拓事業委託契約書第 25 条第７項の規定により、下記の

とおり報告します。 

 

 

記 

 

 

１ 目的外利用の有無            （  有  ・  無  ） 

 

２ 再委託の制限又は事前承認等再委託に係る条件の遵守 

（ している ・ していない ） 

 

３ 個人情報の複製等に関する事項の遵守   （ している ・ していない ） 

 

４ 個人情報の漏えい等事案発生時における対応に関する事項の遵守 

（ している ・ していない ） 

 

５ 業務完了あるいは保持不要となった際の速やかな個人情報の消去及び媒体の返却 

（ している ・ していない ） 

 

６ その他講じた措置（自由記載欄） 

 



 

 

若年層を中心とした求職開拓事業に係る仕様書 
 
第１ 総則 
１ 事業名 
若年層を中心とした求職開拓事業 

 
２ 本事業の目的 
本事業は、中小企業・小規模事業者の人材不足の実情を踏まえ、実施労働局が指定

する地域において、公共職業安定所（以下「安定所」という。）を利用していない若

年層を主な対象として、民間事業者の創意工夫を活用したイベント・セミナー等（以

下「イベント等」という。）を実施し、これらの者に対し、仕事に興味・関心を持た

せること、中小企業や業界の魅力を伝えること、仕事の探し方ややりがい・地域の求

人状況を伝えること等により、安定所の利用登録を促すことを目的とする。 
 
３ 事業の実施期間等 
（１）事業の実施期間 
契約締結日から令和３年３月 31 日までの期間とし、次の２地域で計４回以上開催

すること。ただし１回あたりの開催規模によって実施回数を変更することも可とする

が、各地域最低１回は開催すること。 
ア 名古屋市内 
イ 三河地域 
なお、本事業において、新規求職登録者数２００人以上を目標としているため、イ

ベント等の企画に際し留意すること。 
 
（２）その他 
契約締結日（履行期間又は契約期間の初日）までに政府予算（暫定予算を含む。）

が成立していない場合は、契約締結日は予算が成立した日以降とする。また、暫定予

算となった場合は、契約内容等について変更が生じる場合があるので、別途協議する。 
 

４ 委託費に関する考え方 
（１）受託者が、委託費として計上することができる経費は、若年層を中心とした求

職開拓事業（以下「本事業」という。）の実施に必要な経費に限られており、本事

業の目的・性質になじまない経費を委託費に計上することはできない。具体的には

別添１を参照すること。 
（２）実施労働局は、精算時に受託者の支出を精査し、不適切と認めた場合、その経

費については支出を認めない。 
（３）経費が契約額を超える額については、受託者の負担とする。 
（４）受託者は委託費の会計とその他の事業の会計とを区分しなければならない。ま

別添３ 



 

 

た、委託費は、専用の口座を単独で設け、他の事業とは別に管理すること。 
 
５ 公正な取扱い 
（１）受託者は、本事業実施に当たって、利用者に均質かつ適切なサービスを提供し、

正当な理由なくサービスの提供を拒んではならない。 
（２）受託者は、本事業における利用者の取扱いについて、自ら行う事業の利用の有

無等により区別してはならない。 
 
第２ 若年層を中心とした求職開拓事業の詳細 
１ 事業の概要 
本事業は、安定所を利用していない若年層を主な対象者として、民間事業者の創意

工夫を活用したセミナー等を実施し、これらの者に対し、仕事に興味・関心を持たせ

ること、中小企業や業界の魅力を伝えること、仕事の探し方ややりがい・地域の求人

状況を伝えること等により、安定所の利用登録を促す。 
 
２ 対象者 
概ね 40 歳未満の若年層で、現在安定所を利用していない者であって、安定所の利

用が有効であると見込まれる者。 
 
＜対象者として想定される者＞ 
・求人情報誌等により求職活動はしているが、安定所に求職登録をしていない失業者 
・過去に被保険者であった子育て中の女性等、就職を希望しているが、具体的な求職

活動をしていない者 
・安定所で求職登録をしたことがあるが、安定所を利用していない又は安定所を利用

しないまま有効求職期間が過ぎた者 
・上記のほか、４（１）①の事業担当者が、本事業の利用が適当と認める者 
 
３ 事業の内容等 
（１）イベント等の企画 
受託者は、事業目的を踏まえ、地域の人材不足の実情を踏まえたテーマ設定を行い、

また、対象者にとって魅力的なものとなるようイベント等を企画することとするが、

その際、以下の例を参考にすること。 
＜事業の例＞ 
－仕事の体験会 
－人材不足業種に係る啓発イベント（介護労働に係る映画上映会、啓発ライブの開

催 等） 
－若者向けの仕事探しのセミナーやガイダンス 
－地元求人の展示説明会・おしごと説明会、ハローワーク体験ツアー 



 

 

－就職活動準備フェスタ 
 
また、イベント等の開催中、会場において、参加者からのイベント等の内容に関す

る相談、安定所の利用に関することその他の相談・質問に対応できる体制を整えるこ

と。具体的な方法は、専用ブースを設ける、受付窓口で相談を受け付ける、質疑時間

を設ける等任意とするが、参加者の利便性に留意すること。なお、安定所の利用に関

する相談対応については、労働局及び安定所（以下「労働局等」という。）と相談の

上、労働局等の職員に対応を依頼することも可能とする。 
参加費は無料とし、参加に当たっては、原則として安定所の求職登録を必要とする

（開催日より前に安定所に来所する必要はない）。 
 
（２）イベント等の資料等作成 
受託者は、参加者にとってイベント等の理解を促進するよう、資料を作成すること。

その際、実施地域を踏まえた安定所の案内を盛り込むとともに、別添２を参考にアン

ケートを作成すること。また、必要に応じてイベント等の実施に必要なコンテンツを

作成すること。 
 
（３）イベント等の会場確保 
受託者は、イベント等の会場を確保すること。その際、次の条件に留意すること。 
ア 交通の利便性が良い施設を検討すること。 
イ 公的機関等（国、地方公共団体及びその外部団体、商工会議所等）の施設を優

先に検討すること。 
ウ 定員である 100 名程度を収容できる会場であること。 
エ 冷暖房設備が完備されていること。 
オ 都心部又は幹線道路側の側にある施設については、防音のための設備が整って

いること。 
カ イベント等開始の少なくとも 30 分前には入室できる施設であること。 
キ 暴力団関係施設、特定の宗教団体、政治団体が管理・所有する施設及びその他

公的性質を有する本事業を円滑に実施するに当たり支障となる事項がある施設

でないこと。 
 
＜会場の例＞ 
・ショッピングモール 
・公民館 
・公園 
・学校 
・その他仕事体験のプログラムに適切だと認められる場所 

 



 

 

（４）講師等の確保 
受託者は、イベント等を実施するに当たり、その目的を達成するのに十分な実績と

能力を兼ね備えた講師等を１回ごとに１人以上確保すること。なお、企画内容に鑑み

て適切と考えられる場合、４（１）の事業担当者又は補助スタッフが兼務若しくは労

働局等の職員が担当することとしても構わない。 
 
（５）本事業の周知・広報 
受託者は、イベント等の開催に当たり、２の対象者の特性に鑑みて、SNS 等若者

に効果的な手法により周知・広報を企画・実施すること。その際、遅くともイベント

等の開催１か月前には周知・広報を開始すること。 
 
（６）申込み受付等 
受託者は、イベント等の周知に当たり、あらかじめ問合せ用の連絡先（電話、メー

ル等）を設定し、広報資料に掲載するとともに、周知開始から開催日までの間、一般

の方からの問合せや参加申込みに対応すること。また、イベント等参加申込者名簿（以

下「申込者名簿」という。）を作成し、事前に実施労働局等と共有すること。 
なお、申込み受付に当たっては、氏名、連絡先、安定所の求職登録の有無等を聴取

することとするが、不要な情報は収集しないこと。 
 
（７）当日の運営 
受託者は、イベント等当日の運営（受付、進行等）の全てについて主体的に事務処

理一切を行うこと。また、会場入り口に受付を設置し、イベント等の会場であるとの

掲示等を行うことにより、参加者の会場誘導等を円滑に行うこと。 
受付においては、来場者と申込者名簿との突合を行うが、事前に申込みがない場合

でも、可能な限り受け付けることとする。また、安定所の求職登録がない参加者につ

いては、イベント等の開始前に求職登録を行わせること（具体的な方法は、実施労働

局とよく調整すること）。 
参加者には、資料とともにアンケートを配付し、記入を促した上で、会場入り口等

に回収箱を設け、回収すること。 
イベント等の実施に際しては、本事業の趣旨を踏まえ、今後の安定所への来所を促

すような働きかけを行うが、その際、参加者が押しつけがましく感じないよう、留意

すること。 
また、セミナー開催中において事故、急病等の緊急事態が発生した場合には、受託

者の責任のもと、救急車の手配等適切な措置を講じるとともに、速やかに実施労働局

又は安定所の担当者へ連絡すること。 
 
（８）開催結果報告 
受託者は、イベント等の開催日から 30 日以内に、申込者名簿を元に作成したイベ



 

 

ント等参加者名簿、当日参加者から出た相談事項・質問事項及びアンケート結果の取

りまとめに関する報告を実施労働局に行うこと。 
 
４ 実施体制、運営管理 
 
（１）実施体制 
本事業の円滑な実施のために、次の人員を配置すること。 

① 事業担当者 １名 
本事業を統括し、業務遂行に責任を有する者として実施労働局との調整、実施労働

局への報告等の事務処理を行う者であり、受託者より選任される者であること。委託

期間を通して配置すること。 
② 補助スタッフ ２名程度 
主にイベント等の当日運営において、事業担当者の補助を行う者であり、受託者よ

り選任される者であること。受託者の雇用する者でなくとも、若者支援の NPO 等知

識経験を有する団体職員に委嘱することも可能とする。 
 
（２）計画書の策定 
受託者は、本事業の遂行に係るスケジュール、セミナー等の実施時期を含む具体的

内容及び方法、周知広報の具体的内容及び方法並びに実施体制等について、提案書類

を元に、実施労働局と事前に協議の上で「事業実施計画書」を策定し、これに基づき

本事業の遂行に当たること。 
 
（３）実施労働局等との連携体制 
受託者は、３（８）の開催結果報告のほか、実施労働局と密に連絡を取り、実施労

働局の求めに応じて事業の実施状況を報告すること。 
実施労働局は、事業実施計画書の作成に当たり受託者からの協議を受けるほか、受

託者からの報告を踏まえ、イベント等の企画や資料の確認をはじめとして事業実施計

画書の履行状況を確認し、受託者に指導・助言を行うほか、必要な協力を行うこと。

具体的には、受託者の求めに応じての労働市場情報等の提供や、安定所担当者の紹介、

イベント等当日の講師等対応又は相談対応等を行うこと。 
実施労働局は、事業の実施に効果的と思われる場合、上記の業務について、安定所

に行わせることとして構わない。その場合、受託者は、当該安定所と連携を取ること。

なお、本事業は基本的に安定所を利用していない者を対象者としていることから、安

定所内における積極的な周知は不要とするが、現に安定所を利用している者の利用ニ

ーズ等にも対応するため、受託者が作成した広報資料を庁舎内に掲示したり、リーフ

レットの配架を行う等の周知協力は行って差し支えない。 
また、企画内容に鑑みて必要な場合、商工会等の経済団体や、その他業界団体とも

連携を取ること。 



 

 

 
５ 留意事項 
（１）守秘義務 
受託者は、契約の履行に当たり、業務上知り得た情報については、他人に漏らした

り、他に利用するための情報として提供したりしないこと。 
 
（２）個人情報の保護 
受託者は、個人情報を収集及び保管し、又は使用するに当たっては、本事業の実施

に必要な範囲内でこれらの個人情報を収集及び保管し、又は使用しなければならない。

本事業の実施終了後も同様とする。 
受託者は、その他個人情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければなら

ない。また、個人情報保護のための業務について、責任を有する者を配置すること。 
 
（３）備品等の管理 
受託者は、原則、賃貸借契約で対応することとするが、本事業の実施に関して、備

品等を購入した（又は貸与を受けた）場合、一覧表を作成し、購入（貸与）年月日、

購入（貸与）理由、廃棄（返還）年月日を記し、適切な維持管理を行うこと。 
 

（４）書類の整備及び保存 
受託者は、実施年度毎に、職員、会計及び事業内容に関する諸記録を整備し、整備

した記録や帳簿書類について、事業を終了（中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。）

の日に属する年度の翌年度から起算して５年間保存しなければならない。整備に当た

っては、委託事業の実施経過並びに委託事業の実施に伴う収入及び支出の状況を明ら

かにするため、委託事業に係る会計を他の経理と区分すること。 
なお、会計書類等は国の会計及び物品に関する規定に準じて整備すること。 

 
（５）販売・宣伝等の禁止 
受託者は、イベント等の会場等において、受託者の利益となりうる商品等の販売、

宣伝及びこれに類する行為を行ってはならない。 
 
（６）プライバシーの侵害、業務妨害等の禁止 
受託者は、イベント等において、参加者のプライバシーの侵害とみなされる行為及

び実施労働局等の業務の妨害とみなされる行為を行ってはならない。 
 
（７）公正採用選考に対する配慮 
受託者がイベント等において、基本的人権を尊重した公正採用選考の考え方に反す

る内容であったことが確認された場合は、ただちに本イベント等は中止とする。また、

その場合、違反行為部分に関しては、委託費の支払いを行わない。 



 

 

 
（８）再委託 
ア 委託業務の実施に当たり、その全部を一括して再委託を行ってはならない。 
イ 事業実施に当たり、その一部について再委託を行う場合には、受託者は、原則

としてあらかじめ再委託先に委託する業務の範囲、再委託を行うことの合理性及

び必要性、再委託先の履行能力並びに報告徴収その他運営管理の方法（以下「再

委託先等」という。）について書面により申し出た上で、実施労働局の承認を得

なければならない。ただし、事業の一部の再委託に当たっては、原則として、以

下のことを行ってはならないこと。 
① イベント等の企画等、本事業の主体的な部分について、一括して再委託す

ること。 
② 委託費の金額に対する再委託に要した経費の割合が 50％を超えること。 

ウ 委託契約締結後にやむを得ない事情により再委託を行う場合には、再委託先等

を明らかにした上で実施労働局の承認を得るものとする。 
エ 上記イ又はウにより再委託を行う場合には、受託者は再委託先から必要な報告

を徴収することとする。 
オ 上記の守秘義務、個人情報の保護、販売・宣伝の禁止、プライバシーの侵害、

業務妨害等の禁止、公正な採用選考に対する配慮等について、再委託先は受託者

と同様の義務を負うものとする。 
 
６ その他 
ア 本仕様書に定めのないものは、実施労働局と協議すること。 
イ 不測の事態が発生した場合は直ちに、検査職員及び愛知労働局総務課へ報告す    
 ること。 

 
別添１ 委託費の内容 
別添２ アンケート調査票 
 



別添１ 

 

委託費の内容 

 

委託事業の遂行に必要と認められる経費は、具体的には以下のとおり。 

１ 事業費 

① イベント等 

講師等謝金、講師等旅費、テキスト作成・印刷費、会場借料、会場設営に係る費用及び

コンテンツ作成経費を含むイベント等実施に係るその他の経費 

 ② 周知・広報 

印刷製本費その他必要と認められる経費 

 

２ 人件費 

① 賃金・謝金 

事業担当者及び補助スタッフ等に係る賃金又は謝金 

② 諸税及び負担金 

社会保険料、労働保険料及び子ども・子育て拠出金事業主負担分（法定額） 

 

３ その他 

実施労働局等との打合せに要する経費、事業担当者及び補助スタッフ等に係る旅費その

他事業の運営に必要と認められる経費 

 

４ 再委託費 

再委託費は、委託業務の一部について、受託者以外の者に再委託するのに要する経費。

ただし、再委託の割合が 50％を超えないこと。 

 

５ その他 

受託者が負担する法律上の損害賠償責任を填補する損害賠償保険の加入に要する経費



別添２ 

 

（イベント名）アンケート 

 本日は、「○○○（イベント名）」にご参加いただきありがとうございました！ 
今後の運営の参考にさせていただきたいので、アンケートにご協力をお願いいたします。 
当てはまるものの番号に○を付けてください。 
１．今のあなたの状況について教えてください 

性別 ① 男性 ② 女性 
年代 ①10 代 ②20 代 ③30 代 ④40 代 ⑤50 代 ⑥60 代以上 

就職(転職)希望は ① ある ② ない ③ 迷っている 
(就職(転職)希望ありの

方)現在求職活動を ① している ② していない 

就業上留意を要する 
子ども(乳幼児等) ① あり ② なし 

イベントを知った 
きっかけ 

①新聞・雑誌等 ②ＳＮＳ等 ③自治体広報 ④ハローワーク 
⑤その他（具体的に：                 ） 

２．本日参加したのはどのプログラムですか？（複数選択可） 
① ○○県の労働市場 ② トラック乗車体験 ③ 相談ブースの利用 

３．参加したプログラムの内容についてはいかがでしたか？  
＜○○県の労働市場＞ 

①とてもよかった ②よかった ③あまりよくなかった ④よくなかった 
＜トラック乗車体験＞ 

①とてもよかった ②よかった ③あまりよくなかった ④よくなかった 
＜相談ブース＞ 

①とてもよかった ②よかった ③あまりよくなかった ④よくなかった 
４．ハローワークからのご案内について 
ハローワークでは、求職活動中の方やこれから求職活動を考えられている方々へのご相

談のほか、求職活動に役立つ各種セミナーや説明会などを開催しています。ハローワーク

からのご案内をご希望されますか。 
① 希望する 

連絡先（メールアドレス：                    ） ② 希望しない 

５．その他感想、ご意見、ご要望等ありましたら、ご自由にご記入ください。 
 
 
 
 

ご協力ありがとうございました。 


